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春
は
お
引
っ
越
し
の
季
節
で
す
。

 
住
所
を
変
え
る
と
き
に
は
、
届
出
が

必
要
で
す
。
次
の
も
の
を
お
持
ち
に
な

り
、
役
場
窓
口
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
届
出
に
は
届
出
人
の
認
印
、

お
よ
び
本
人
確
認
の
た
め
の
運
転
免
許

証
、
ま
た
は
健
康
保
険
証
な
ど
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
本
人
ま
た
は
本
人
と
同

一
世
帯
以
外
の
方
が
届
出
を
す
る
場
合

に
は
、
委
任
状
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

◆
転
出

 
黒
潮
町
か
ら
他
の
市
町
村
に
住
所
を

移
す
と
き
は
、
引
越
し
す
る
ま
で
に
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
届
出
に
必
要
な
も
の
】

・
転
出
予
定
日

・
転
出
先
の
住
所

※
次
の
も
の
を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る

方
は
、
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

・
印
鑑
登
録
証

・
国
民
年
金
手
帳

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

◆
転
入

 
他
の
市
町
村
か
ら
黒
潮
町
に
住
所
を

移
す
と
き
は
、
住
み
始
め
て
か
ら

１４
日

以
内
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
届
出
に
必
要
な
も
の
】

・
前
住
所
地
の
市
町
村
役
場
が
発
行
し

た
転
出
証
明
書

※
次
の
も
の
を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る

方
は
、
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

・
国
民
年
金
手
帳

・
介
護
保
険
受
給
資
格
証
明
書

・
障
が
い
者
手
帳

◆
転
居

 
町
内
で
住
所
を
移
す
と
き
は
、
引
越

し
を
し
て
か
ら

１４
日
以
内
に
届
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
次
の
も
の
を
お
持
ち
の
方
は
、
ご
提

示
く
だ
さ
い
。

・
国
民
年
金
手
帳

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
障
が
い
者
手
帳

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

 
 

本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

 
 

佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

 
 

総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
項
目

◆
登
録

　
生
後

９１
日
以
上
の
犬
は
市
町
村
へ
の

登
録
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
死
亡

　
登
録
市
町
村
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

◆
転
入
・
転
出
・
転
居

　
転
入
先
の
市
町
村
へ
の
届
出
が
必
要

で
す
。

 
犬
の
死
亡
や
転
入
・
転
出
の
届
出
が

な
い
と
、
い
つ
ま
で
も
台
帳
に
登
録
さ

れ
た
ま
ま
と
な
り
、
お
知
ら
せ
の
お
手

紙
な
ど
を
送
付
し
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、

必
ず
届
け
出
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

 
ま
た
、
転
居
の
際
に
も
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

 
 

本
庁 

住
民
課 

環
境
保
全
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

 
 

佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

 
 

総
合
窓
口
第
１
係

　
　
蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

 
黒
潮
町
で
は
、
乾
電
池
は
家
庭
ご
み

と
し
て
、
幡
多
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で

処
理
し
て
い
ま
す
。

　
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
Ｄ

Ｖ
Ｄ
プ
レ
イ
ヤ
ー
、
携
帯
電
話
、
ノ
ー

ト
パ
ソ
コ
ン
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る

充
電
可
能
な
電
池
は
、
乾
電
池
で
は
な

く
「
小
形
充
電
式
電
池
」
で
す
。

　
他
県
に
お
い
て
、
家
庭
ご
み
の
中
に

混
ざ
っ
て
い
た
小
形
充
電
式
電
池
が
原

因
で
出
火
し
た
火
災
事
故
が
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
小
形
充
電
式
電
池
は
、
最
寄
り
の
「
リ

サ
イ
ク
ル
協
力
店
」
に
お
持
ち
い
た
だ

き
、
絶
縁
し
て
「
小
形
充
電
式
電
池
リ

サ
イ
ク
ル
Ｂ
Ｏ
Ｘ
」
に
入
れ
る
か
、
機

器
（
携
帯
電
話
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
な

ど
）
と
一
緒
に
回
収
す
る
仕
組
み
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

 
 

一
般
社
団
法
人 

Ｊ
Ｂ
Ｒ
Ｃ

 
 
蕁
０
３
―
６
４
０
３
―
５
６
７
３

 
 

黒
潮
町
役
場 

住
民
課
 

 
 

環
境
保
全
係

 
 
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

住
所
異
動
の
届
出
は
お
済
み
で
す
か

犬
の
登
録
な
ど
手
続
き
に
つ
い
て

小
形
充
電
式
電
池
の
処
分
方
法

問

問

問

役場からのお知らせ役場からのお知らせ


